
生徒指導部生活の心得について

【１】登下校について

（１）８時２５分までに教室に入り，朝の読書を開始します。

（２）学用品は台中カバンに入れて持ってきます。

（３）部活動終了後はただちに下校すること。寄り道などはしないこと。

（４）自転車による通学は禁止としています。

（５）登下校の際は交通ルールをよく守ること。

【２】１日の学校生活について

（１）日直は朝８時１０分までに職員室の担任のところまできます。

（２）授業の間の休憩時間は次の時間への準備とし，特別教室などへの移動は休憩時間

に完了するようにします。

（３）４校時終了後，すみやかに給食に取りかかるように，全員が協力すること。

給食当番は，白衣と帽子を着用し，全員そろって配膳室へ行くこと。

（４）帰りの学活の司会は日直が行い，学習係は明日の授業の準備を昼休みまでに教科

の先生に確認して連絡すること。提出物や準備物は忘れないように必ずメモをとる

こと。

（５）清掃は，全員運動着に着替えて行い，分担区域ごとにチェック表などを活用して

ていねいに行うこと。

（６）部活動場所にはカバンや荷物を持っていくこと。

「さよなら」の後は教室には戻らないようにする。

（７）学校生活に不必要な物は持ってきてはいけません。

【３】礼儀作法について

（１）誰にでもさわやかにあいさつをすること。

（２）校舎内では，走ったりふざけたりしないこと。

（３）机・椅子・清掃用具等の公共物は大切に扱うこと。（落書き厳禁）

≪職員室などへの出入りについて≫

（４）出入りの時はノックをし，「失礼します」「失礼しました」とはっきり言うこと。

（５）カバン・コート類は廊下の隅に整然とおいて入室すること。

（６）試験３日前と試験期間中，会議中，打ち合わせ中は職員室には入れません。



【４】服装・頭髪について

服装は台中生にふさわしく，いつも清潔に保ち，華美にならないようにする

（１）男女とも学校で指定した奨励服を着用します。

奨励服としては，男子は，ブレザー・スラックス，女子は，ブレザー・スカート

です。

（２）服装については，儀式の時と平常時の服装に分ける。

① 儀式・行事などの時（朝会・長期休業前後の集会など）の服装

上記の奨励服に加えて，

男子は白のワイシャツ，ネクタイ（本校指定）

女子は白の丸襟ブラウス，リボン（本校指定）を着用すること。

② 平常時の服装

上記の儀式などの時の服装以外に，ワイシャツやブラウスに代わり，白のポロ

シャツ（胸にワンポイントの刺繍は可）も着用できます。

・夏季の服装 白の半袖ポロシャツでもよい。

・冬季の服装 ブレザーの下であれば，トレーナー・セーターを着用しても

よい（華美にならないように）

パーカー類やハイネックセーターは着用できません。

（３）男女ともブレザーの左胸に名札，左襟に校章のバッジをつける。

（ただし,名札の着装は個人情報保護の観点から校内のみとします。）

（４）通学用の靴は，運動靴とします。

（５）上履きは，男女とも学校指定のものを使用します。（購買部で販売）

（６）６月１日～９月３０日までは夏の服装とし，移行期間は前後１週間とします。

（７）ウィンドブレーカーなどの防寒着の着用は，登下校・部活動中に限ります。

（８）頭髪は中学生にふさわしい髪型にし，整髪剤などは使わないこと。

（９）不必要なアクセサリーなどを身につけないこと。

【５】校舎・校地内について

（１）他学年・他学級教室へは出入りしないこと。

（２）廊下・昇降口・駐車場では，土足やボール遊びはしないこと。



【６】部活動について

（１）目的 自分の興味や関心にあった部を選んで継続的に活動し，中学校生活をより

一層充実させるとともに，人間形成の一助とします。

（２）部の種類（平成２０年度）

《運動部》野球（男），陸上（男女），サッカー（男女），ソフトテニス(男女)，

バスケットボール（男女），バレーボール（男女），

バドミントン（男女），卓球（男女），剣道（男女）

《文化部》吹奏楽（男女），アート・クラフト部（男女）,合唱（女）

《他団体で活動し，過去に中体連主催の大会に参加したことのある競技》

水泳，柔道，新体操，アイスホッケー,フィギィアスケート

（３）実施規則

① 活動の期間は，通年とします。また，入部については，「任意加入制」です。

② 平日の活動は，次のような時間内で行います。

・前 期（ ３月～１０月） ～午後６時まで

・後 期（１１月～ ４月） ～午後５時３０分まで

・昼休みの活動は行いません。

・延長しての活動（中総体前,各種大会前等）は，顧問が保護者の同意を得て

原則として，～１９：００までの時間で行います。

・土曜日や休日の活動は，顧問が保護者の同意を得て，原則として，９：００

～１７：００までの時間で行います。

③ 部活動中止

・１学期は,定期考査前３日間および，考査期間中は，活動を中止します。

・２学期は,定期考査前５日間および，考査期間中は，活動を中止します。

・職員会議,学校行事や教育研究会などで指導体制が十分でないときは中止する

ことがあります。

④ 入部手続き

・生徒は，毎年４月に所定の用紙で入部手続きをします。

・新入生は，入学後は各部を見学し，その後に手続きをとり正式に入部します。

【７】地区生徒会について

（１）組織や地区活動（行事）などについて話し合います。

（２）活動内容は，ＰＴＡの地区会長さんと相談し，決定します。


